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東京電力福島第一原子力発電所３号機ガレキ撤去に 

伴う放射性物質の飛散に関する対応について 
 

 

 国は、平成２３年１２月１６日開催の原子力災害対策本部の会議におい

て、東京電力福島第一原子力発電所事故の収束宣言を行ったが、現在も東

京電力福島第一原子力発電所では１時間当たり平均で１０００万ベクレ

ルの放射性物質を大気中に放出しているとみられていることや、汚染水の

漏えい事故等が発生し続けていること、及び本市では除染作業が完了して

いないこと、市民約１万３千人がいまだに市外での避難生活を強いられて

いることなど、原発事故は依然として継続し収束に至っていない。 

 

 このような中で、東京電力㈱は、昨年８月１９日に東京電力福島第一原

子力発電所３号機で実施したガレキ撤去作業により、最大で１兆１千億ベ

クレルの放射性物質が敷地外に飛散したとの推定結果を明らかにしたが、

昨年、本市の水田の一部で収穫された米から１キログラム当たり１００ベ

クレルを超える放射性物質が検出された原因が、このガレキ撤去作業に伴

う放射性物質の飛散である可能性が指摘されている。 

 

このことは、東京電力㈱及び国の原発事故への安全対策に対する市民の

不安と不信をさらに増長させるものであり、これまで除染作業や放射線に

関する様々な施策に懸命に取り組んできた本市の努力が無駄になりかね

ない。 

 

 本市では、平成２８年４月を目途とした帰還困難区域を除く避難指示区

域の解除に向けて、復旧・復興に渾身の力を注いでおり、このようなこと

は、今後、決してあってはならない。 

ついては、下記事項について強く要望する。 

 

記 

 

１ 再びこのような事故を引き起こすことがないよう、万全の対策を講じ

ること。 

  また、今後予定されている１号機のガレキ撤去作業においても同様の



事故が想定されることから、放射性物質の飛散を完全に防止する対策を

講じること。 

 

２ 万一、同様の事故が起きた場合に飛散先を特定するための対策として、

ダストモニターを同心円状に設置すること。 

 

３ 今回の事故を含め、原子力発電所において事故が発生した場合は、直

ちにその情報を関係市町村等に周知するとともに、速やかに公表するこ

と。 

 

４ 今回の事故に伴い、本市の農産物全般に風評被害が発生していること

から、その損害について別枠で賠償すること。 

 


